
�愛媛県告示第１０５８号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により、次のとおり指定障害福祉サービス事業者を指定した。

平成２３年８月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０５９号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により、指定障害福祉サービス事業者から次のとおり指定障害福祉サー

ビス事業所の所在地を変更した旨の届出があった。

平成２３年８月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０６０号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により、指定障害福祉サービス事業者から次のとおり指定障害福祉サー

ビス事業所の名称及び所在地を変更した旨の届出があった。

平成２３年８月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１０１００２４２ 社会福祉法人愛媛県社
会福祉事業団

松山市道後町２丁目１２
番１１号 野 本 俊 二 就労継続支援

Ｂ型
ほほえみ工房ぱれっと
道後

松山市道後町２丁目１２
番１０号

平成２３年
８月１日

３８１０１０１９５０ 特定非営利活動法人優
広会

松山市南堀端町５番地
１０ 百 瀬 達 也 生活介護 ワークさくら 松山市大手町二丁目５

－９関谷第二ビル１階
平成２３年
８月１日

３８１３９１０１１８ ＮＰＯ法人みこと会 北宇和郡松野町大字豊
岡３０１１番地１ 長 瀧 哲 夫 就労継続支援

Ｂ型
就労支援事業所「よつ
ば」

北宇和郡松野町大字松
丸５８９番地１

平成２３年
８月１日

事業者番号

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者
指定障害福祉
サービスの種類

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所
届 出
年 月 日氏名又は名称 主たる事務所

の 所 在 地 代表者の氏名 名 称
所 在 地

変 更 前 変 更 後

３８１０１０１５９６ ＮＰＯ法人ほっと
ねっと

松山市小坂２丁目
２番２０号 屋 宮 康 紀 就労継続支援

Ｂ型 すけっと工房 松山市小坂３丁目
６－１６

松山市小坂２丁目
２－２０

平成２３年
７月７日

事業者番号

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者 指 定 障 害
福祉サービス
の 種 類

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所
届 出
年 月 日氏名又は名称 主たる事務所

の 所 在 地 代表者の氏名
名 称 所 在 地

変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後

３８１０１０１３１５ 特定非営利活動
法人さなえ

松山市一番町１
丁目１４番地７ 小 川 純 人 就労移行支援 さなえワーク

ス南久米
さなえワーク
ス空港通

松山市南久米
町２２６－１

松山市空港通
６丁目１３－３

平成２３年
８月１日

毎週（火・金）曜日発行 第２２９７号 平成２３年８月３０日

平成２３年８月３０日火曜日 第２２９７号
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�愛媛県告示第１０６１号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により、指定障害福祉サービス事業者から次のとおり指定障害福祉サー

ビス事業を廃止した旨の届出があった。

平成２３年８月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０６２号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第４７条の規定により、次のとおり指定障害者支援施設の指定の辞退があった。

平成２３年８月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０６３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年８月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０６４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年８月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

廃止に係る指定障害福祉サービス事業所
届 出
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１０１００６６３ 石原トータルケアサポ
ート株式会社

松山市針田町１１２番地
３ 石 原 知 也 居宅介護 ゆうのそよ風

松山市北斎院町６３６番
地２テラコッタ斎院２０１
号

平成２３年
７月１３日

３８１０１００６６３ 石原トータルケアサポ
ート株式会社

松山市針田町１１２番地
３ 石 原 知 也 重度訪問介護 ゆうのそよ風

松山市北斎院町６３６番
地２テラコッタ斎院２０１
号

平成２３年
７月１３日

事業者番号
指 定 障 害 者 支 援 施 設 の 設 置 者

施設障害福祉
サービスの種類

辞 退 に 係 る 指 定 障 害 者 支 援 施 設
辞 退
年 月 日

名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 設 置 の 場 所

３８１０１００２４２ 社会福祉法人愛媛県社
会福祉事業団

松山市道後町２丁目１２
番１１号 野 本 俊 二

旧知的障害者
授産施設支援
（通所）

愛媛県知的障害者更生
訓練校

松山市道後町２丁目１２
番１０号

平成２３年
７月３１日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 川之江大豊線
四国中央市新宮町新宮６７３番３から

同町新宮６７１番まで

旧 ７．０～１６．０ ０．０３８

新 １４．０～２９．０ ０．０３８

〃 〃
四国中央市新宮町新瀬川３番から

同町新瀬川４番まで

旧 ４．０～１３．０ ０．０２８

新 ２０．０～２３．０ ０．０２８

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 川之江大豊線
四国中央市新宮町新宮６７３番３から

同町新宮６７１番まで
平成２３年８月３０日

〃 〃
四国中央市新宮町新瀬川３番から

同町新瀬川４番まで
〃
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�愛媛県告示第１０６５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

東温市北野田土地改良区の定款の変更を認可した。

平成２３年８月３０日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があったので、同

条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２３年８月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

公 告

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２３年８月１８日 特定非営利活動法人いよ和塾 菊 野 齊 敏 松山市大手町一丁目８番地８ この法人は、愛媛県内の一般の人々に対して、
日本文化の良さを再認識し、実践し、それを伝
承していく事業を行い、もって人間性向上に寄
与することを目的とする。

平成２３年８月３０日 発行

愛 媛 県 報平成２３年８月３０日 第２２９７号
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